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花畑団地周辺地区

地 区まちづくり計画

地区の将来像

誰もが安心して生活できる緑豊かで賑わいあるまち
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平成 22年 6月

足 立 区



本まちづくり計画は、以下に示す花畑団地周辺地区の住みよいまちづくりを推進 していく

ため、区民と行政、UR都市機構の協l動 によるまちづくりを進めることを目的としたまちづ

くり協議会をもとに平成22年 6月に策定するものです。

【まちづくり協議会のメンバー】

鷲宿町会、会組田」会、

都営花畑アパー ト自治会、

花畑団地自治会、仲組四丁目町会、

保木間 11自治会、花畑西田J会、
エステー ト花火田自治会、

保木間五丁目自治会、

仲組三丁目田」会、水神田J会

まらづくり推進委員、

まらづくリカウンセラー、

地元商業代表、

花畑地区女性部連合会

足立区、花畑区民事務所、

UR者[市機構

まちの位置と状況

対象地区は、東京駅から約 30km圏の足立区北部、埼玉県革加市との境界付近に位置して

います。最寺り駅である東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」より北東に約 2kmバス 司O分、東武伊

勢崎線「谷塚駅」より南東に約 lkmのところにあります。

対象地区内の花畑団地は、UR都市機構により昭和 39年に管理開始された 2,725戸の大

規模団地です。

団地の南側には地域住民の憩いの場となる花畑公園・花畑記念庭園、北側には毛長川と帯

状に連なる毛長公園など豊かな自然が広がつています。

当地区は団地再生事業

を契機に、′ム`的施設や少

写・高齢施設等の誘致、商

業機能の再編、UR賃貸住 よ

宅の建設、計画的修繕等に

より、団地の魅力向上を図

るとともに、地区のまちづ

くりを推進します。
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まちづくりの基本目標
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くまちづくりの基本目標〉

1.生活を結ぷ=地区中,b部には商業施設や子育て。高齢施設を誘導し、地域内

の交流やコミュニティ、生活の中,b地をつくる

… 2.環境を結ぷ=地域で育まれた緑を回廊により緑地。公園と結dことで環境の

ネットワークをつくる

3.街並みを結ぷ〓lkmに及び緑と空が広がる東西通りを再整備臥 地域に詰れ

る沿道景観や安全で潤いのある歩行者空間をつくる

の整備方針

地域の生活中心地の形成 安全で潤いのある歩行者空間の形成

0多様な世代の生活を支える身近な商業・子

育て 。高齢者サービスの生活拠点づくり

0地けの利便性を向上するための機能導入と

バスルー トの見直し

環境ネットワークの形成

●地区内で育まれた豊富な緑・広場空間の活

用

●地区周辺の自然資源、公園等との緑のネッ

トワークの形成

●歩道幅員が狭い東西道路を安全な歩行者空

間に整備

●緑豊かで潤いあるまらなみ景観づくり

2



まちづくり計画

花卸語倉庭園 花翔′ム`ロ

歩道の拡幅整備

霞競弁錯ぷ

～環境ネットワークの形成～

●緑豊かな東西道路 (生活動線)を形成するた

め、団地敷地内での緑化の推進

●安全で開放的な緑のネットワークを形成す

る団地内ォープンスペースの再整備

●団地内一きBで毛長ノム`園の緑の連続性を創出

するオープンスペースの整備

歩道の拡幅整備

あいぐみ

無地公ロ

生活を結ぶ

～地域の生活中!b地の形成～

●生活の不」便性を高める商業施設の導入

0子育て 。高齢者支援の拠点形成

●公共交通サービス (バス)機能の充実

o若者ファミリーから高齢者までの多様な二―

ズに対応 した安心安定居住の提供

街並みを結ぷ

～安全で潤いのある歩行者空間の形成～

●ルールに基づしヽた花畑らしい緑豊かな街並み

景観を誘暮

●歩道の拡幅や沿道の街並み・用途によって安全

に歩ける動線の整備

●地域資源を結心ヽ安全安サb・ 快適な動線ネットワ

ークの形成

区立花悧

毛長

ハ

↓

第一イム`ロ

浅岡
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凡例

:脚■, 東西生活道路
生活関連施段地区

南北幹操追路
t 」 住宅地区

"
花,日 底固西の南北通 り

く。●》 緑の回出

― 広場

街角広場



土地利用方針
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【基本的な考え方】

地区全体では、団地再生事業の特性を踏まえ、段階的整備を行つていきます。

●地域住民や居住者の生活利便性の向上や新たな賑わいを創出するために、商業機能の更

新にあわせて地域の商業拠点を形成

●UR員貸住宅の建替による子育て 。高齢者支援施設の整備にあわせて、日常生活サービス

やコミュニティ活動等の支援により生活支援の拠点を形成

住宅地区

●既存の UR賃貸住宅ストックを活かし、屋外・住戸・住棟の計画的修繕等を適時・適切に実施し、

良好な安心・安全な住環境を形成

●隣接する住宅市街地との調不日に配慮した住宅地を形成
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凡例

商隼拠点

生活支援拠声
生活関連施設地区

住宅地区
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地域の生活中心地の形成
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【基本的な考え方】

地域の生活拠点となる地区中心部は、生活を支援する身近な商業施設を形成します。

●豊かで安心な生活を支援する商業施設

o日 常生活を豊かにする多様なニーズに対応した身近な

商業サービスの提供

子育て日高齢者の支援

0子育て 。高齢者支援施設による生活支援拠点の整備

●公共交通サービスの向上
o周辺からの施設利用の促進、安全性の確保からバスルー

トの見直しに伴う基盤施設の整備
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環境ネットワークの形成

1母

●

キ

【基本的な考え方】

団地内の広場と隣接するノム`園などの緑の拠点を中心に緑の骨格軸である毛長川と歩行者

系のネットワークなどに配慮しながら、緑のネットワークを形成します。

<">緑 の回廊

●花畑地区内の既存のオープンスペースを活かしなが

ら、毛長川沿いの公園や浅間第一ノム`園、花畑公園を

結心ヽ歩行者の回遊動線にもなる緑の固廊を整備

‐ 広場

●団地を東西につなぐ緑の回廊には、居住者の憩しヽ・

交流の場となる広場を再生

◆
口

◆

L`呵 街角広場

●地頭の生適拠点となるセンター街区の交差点部や、

異なる骨格車由が交差する場所は、通りの楽 しさや変

化を生み出すまち広場を形成
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で潤いのある歩行者空間の形成

本

凡伊1

蝉 東西生活道路

ω 南北幹線遭路

ω 花畑庭国西の南北通り

【基本的な考え方】

歩道の拡幅や植栽の整備により安全で快適な歩行者空間を確保します。

苺・ ■ 東西生活道路
こ踊晩〕

●地朝のシンボルストリートとして、安

全でゆとりのある歩行者空間を創出

苺・ ■ 南北幹線道路
●快適で賑わい豊かな沿道空間を創出

苺日→ 花畑庭国西の南北通り
●緑の連続性により心地よいみちを創出

こ軒 l月 ,
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での経緯と今後の予
◆後は、一団地の住宅施設の廃止と地区計画の決定、地朝地区の変更に係る都市計画の変更を以下

の流れで進めていきます。
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東京都市計画地区計画の決定 (足立区決定)

都市計画花畑五丁 目地区地区計画を次のように決定する。

本地区を大きく6つの地区に区分 し、周辺市街地との調和に配慮しながら、各々の特性に応 じた適正かつ合理的な土地

の有効利用を図る。あわせて、既存の緑のオープンスペースを活かした壁面後退部分における緑の創出による、緑豊かな

住環境の形成を図る。

1 住宅地区A
従前居住者の居住継続や新たな賃貸住宅需要に対応するため、住宅等の改善や既存の緑を活かしながら広場や緑道等

の屋外空間の再整備を図り、周辺環境 と調和 した住宅市街地を形成する。

2 住宅地区B

新たなファミリー層等の誘導に対応 した良好な住宅市街地を形成する。

8 住宅地区C

花畑五丁 目地区地区計画

足立区花J文田三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目及び花畑六丁目各地内

約  21.9ha

本地区は、足立区の北東端、東武伊勢崎線竹ノ塚駅から北東約 2 Lmに位置 し、都市計画一団地の住宅施設による広場や

区画道路、住宅が整備 されている。地区の北側には毛長川が流れ、周辺には、花畑記念庭園、花畑公園、毛長公園等の

豊富な公園 。緑地など良好な住環境が形成 されている。

足立区都市計画マスタープランにおいては、団地再生にあわせてまちづくりに貢献するよう誘導することが位置付け

られている。

また足立区地区環境整備計画では、地域の生活支援サービスの中心として公共交通を充実させ、商業施設、子育て支

援施設、高齢者支援施設などのコミュニティインフラを整備 していく生活中心地として位置づけられている。

花畑団地周辺地区地区まちづくり計画では、花畑団地の再生にあわせた、少子高齢化社会へ対応する生活支援サービ

スの充実による生活中心地の創出と、豊かな緑の活用、多世代が住み続けられる良質な住宅の供給により、身近に生活

支援施設が充実した誰もが安心して生活できる緑豊かで賑わいあるまちづくりを目指すこととしている。

そのため、本地区では花畑団地の団地再生を適切に誘導し、既存の公共賃貸住宅ス トックを活かしつつ、新たなファ

ミリー層等の誘導に対応する質の高い住宅供給を行 うとともに、多様な世代の生活を支える身近な商業施設の整備によ

り賑わいの創出を図り、子育て・高齢者サービス等の整備と合わせて、魅力ある生活中心地の形成を図る。

また、既存の緑のオープンスペースにより周辺の公園が緑でネントワ~ク された防災性の高い市街地の形成、花畑地

区景観ガイ ドラインに示された緑の豊かな環境と調和 した花畑らしいゆとりのある緑豊かで潤いのあるまちなみ景観の

形成により、安全でゅとりある良好な住環境の形成を図る。

土地利用の方針

及 区
び 域
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全 整
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名   称

位   置 ※

面   積 ※

地区計画の目標



多様なニーズに対応 した複合住宅市街地を形成する。

4 生活関連施設地区A
生活中心地として、地域にサービスする子育て支援施設、高齢者支援施設等を誘導するとともに、新たなファミリー

層等の誘導に対応 した複合住宅市街地を形成する。

5 生活関連施設地区B

新たなファミリー層の誘導に対応するため、住宅地を整備するとともに、幹線道路沿道の低層階には商業施設等の整

備を誘導 し、生括中心地と団地周辺商業地の賑わいが連続 した市街地を形成する。

6 生活関連施設地区C
生活中心地として、周辺商業地と調和 した大規模小売店の商業核施設を誘導 し、楽 しく安心 して買物できる身近な生活

支援サービスの中心となる市街地を形成する。

地域住民の利便性・安全性 と広域避難場所としての安全性を高めるため以下の施設を配置 し、整備に際しては花畑地区

景観ガイ ドラインの趣旨に沿 うものとする。

1 区画道路

歩行者の安全性の確保及び防災性の向上を図るため、区画道路を配置する。
2 広場

既存樹木の保全や新たな緑化に努めるとともに、地域の防災性の維持・向上、憩いの場 。コミュニティ活動の場 とし

て、敷地の一部に地域に開放された広場を配置する。
3 緑道

既存樹木の保全や新たな緑化に努めるとともに、地区内及び周辺の公園・緑を結び、緑の回廊を形成するため緑道を

配置する。

4 歩道状空地

安全で快適な歩行者空間を創出するため、区画道路等に沿つた敷地の一部に歩道状空地を配置する。
5 貫通通路

利便性の確保及び防災性の向上を図るため、貫通通路を配置する。
6 緑地

歩行空間の快適性の向上、良好な住環境の形成を図るため、区画道路等に沿つた敷地の一部に緑地を配置する。

1 適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率・建ぺい率の最高限度及び建

築物の敷地面積の最低限度を定める。

2 周辺市街地及び本地区の良好な住環境を担保するため、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定める①

3 周辺のまちなみとの調和に配慮するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その

他の意匠の制限、及び垣又はさくの構造の制限を定める①

4 緑化を推進 し良好な住環境を形成するため、建築物の緑化率の最低限度を定める。

土地利用の方針

地 区施設の整備の方針

建築物等の整備の方針

区
域
の
整
備

。
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針



備 考

拡幅 (ただし都

市計画道路補助

256号線を除く

既 設

拡幅

新設

拡幅

既 設

拡幅

拡幅

既 設

拡 幅

拡幅

拡幅

拡幅

拡幅

延 長

約 85m

約 105m

約 350m

約 70m

糸も3 3 5m

約 25m

約 100m

約 70m

約 65m

約 150m

約 185m

約 35m

約 45m

約 80m

幅員

8. 5m
(16。 Om)

3 Om
Om)(6.

17. Om

10. Om

61

(10
Om
Om)

4. Om
(8. Om)

10. Om

10. Om

6. Om

10, Om

6. Om
(10.Om)

7.

(12
5m
Om)

12. Om

5。  5m
(9。 5m)

名称

区画道路 16号
※

区画道路 17号

区画道路 18号
※

区画道路 19号
※

区画道路 20号
※

区画道路 21号
※

区画道路 22号
※

区画道路 23号
※

区画道路 24号

区画道路 25号
※

区画道路 26号
※

区画道路 27号
※

区画道路 28号
※

区画道路 29号
※

幅員の ( )内 は全幅員を表す

備 考

拡幅

拡幅

拡幅

既設

拡 幅

拡幅

既 設

拡幅

既 設

拡 幅

既設

既設

既 設

拡幅

拡幅 (ただし都

市計画道路補助

256号線を除く

約 100m

約 180m

約 100m

糸勺2 3 5m

約 60m

約 115m

約 105m

約 120m

約 110m

延 長

約 190m

約 105m

約 100m

約 155m

約 190m

約 155m

4. Om
(8。  Om)

6. Om

8. Om

9.

(16
5m
Om)

17.Om

幅員

6. 5m
(11.Om)

9。  Om
(14.5m)

5。  Om
(8,Om)

4 Om
Om)(8

12. Om

16. Om

8.Om

14. Om

6.

(13
5m
Om)

9. Om
(14.5m)

名称

区画道路 1号※

区画道路 2号※

区画道路 3号※

区画道路 4号※

区画道路 5号※

区画道路 6号※

区画道路 7号※

区画道路 8号※

区画道路 9号※

区画道路 10号
※

区画道路 11号
※

区画道路 12号

区画道路 13号
※

区画道路 14号
※

区画道路 15号
※

道  路

地区施設の

配置及び

規模

地

区

整

備

計

画



備考

既 設

既 設

既 設

備考

新設

新設

新設

備考

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

備考

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

延 長

約 160m
約 110m
約 100m

延長

約 100m
約 120m
約 100m

約 95m
約 95m
約 65m
約 65m

面積

約 560ピ
約 3, 610だ
約 1,160雷

幅員

3. Om
3. Om
3.Om

幅員

2. Om
2. Om
2. Om
2. Om
2. Om
2. Om
2. Om

面積

約 240ポ
糸勺2 3 5ピ

約 220ピ
約 95ポ

約 100ポ
約 240だ
約 200雷
約 240ピ
約 190ポ

約 60ポ

名 称

広場 5号

広場 6号
広場 7号

名 称

緑道 5号

緑道 6号

緑道 7号

名称

歩道状空地 8号

歩道状空地 9号

歩道状空地 10号

歩道状空地 11号
歩道状空地 12号
歩道状空地 13号
歩道状空地 14号

名 称

緑地 11号
緑地 12号
緑地 13号
緑地 14号
緑地 15号
緑地 16号
緑地 17号
緑地 18号
緑地 19号
緑地 20号

備考

新設

新設

既 設

既 設

備考

新設

新設

新設

新設

備考

新設

新設

既 設

新設

新設

既設

新設

備考

既 設

備 考

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

延 長

約 25m
約 20m
約 35m
約 40m

延 長

約 150m
約 90m

約 110m
約 160m
約 155m

糸96 5m
約 100m

延長

約 165m

面積

糸勺1, 900♂
約 1, 550ポ
約 2, 140雷
約 2, 130ポ
幅員

3. Om
3. Om
3.Om
3.Om
幅 員

2. Om
2. Om
2.Om
2, Om
2. Om
2. Om
2. Om
幅員

6. Om
面積

約 280ぜ
約 70ピ

約 350だ
約 190♂
約 190ポ
約 190∬
約 160ピ
約 190ポ
糸勺2 3 0ピ

約 200だ

名称

広場 1号

広場 2号
広場 3号

広場 4号
名 称

緑道 1号

緑道 2号

緑道 3号

緑道 4号

名 称

歩道状空地 1号

歩道状空地 2号

歩道状空地 3号

歩道状空地 4号

歩道状空地 5号

歩道状空地 6号

歩道状空地 7号

名称

貫通通路 1号

名 称

緑地 1号

緑地 2号

緑地 3号

緑地 4号
緑地 5号

緑地 6号

緑地 7号

緑地 8号

緑地 9号

緑地 10号

広  場

その他の

公共空地

地区施設の

配置及び

規模

地

区

整

備

計

画



7 1階から3階部分を

住宅、共同住宅、寄宿

舎、下宿の用途に供す

るもの。ただ し、これ

らの用途に供す るもの

の出入 日、階段等につ

いてはこの限 りではな

い。

生活関連施設地区C
約 1.4 ha

8補 助 256号 線に面

する 1階部分を店舗、飲

食店又は事務所以外の用

途に供するもの。ただし、

住宅、共同住宅、寄宿舎、

下宿の用途に供するもの

の出入 日、階段等につい

てはこの限りではない。

20//10

6//10

生活関連施設地区B
糸90. 5 ha

7カ ラオケボックスその他これ らに類するもの

8店舗、飲食店その他こ

れ らに類す る用途に供

するもの。ただし、その

用途に供する部分が、1

階かつ床面積 の合計が

500ぜ 以内で、建築基

準法施行令第 130条
の 5の 3に規定す るも

のはこの限りではない。

500ピ

生活関連施設地区A
糸勺1.  6 ha

1「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2条第 1項第五

号、第六号及び第人号に規定する「風俗営業」を営むもの

2神社、寺院、教会その他これ らに類するもの

3ホテル又は旅館

4工場 (自 家販売のために食品製造業 (食 品加工業を含む。)を営むものを

除く。)

5畜舎 (建築基準法施行令第 130条 の 7に定める規模のものは除く。)

6マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ

の他これ らに類するもの

住宅地区C
糸勺5. 4 ha

500だ
ただ し、住宅 (共 同住宅は

除 く。)の場合は、 100
ポ。

住宅地区B
糸勺0。  3 ha

15//10

4//10

500∬

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第 130条の4で定める公益上必要な建築物

はこの限りではない6

住宅地区A
糸勺1 2.  7 ha

次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 大学、高等専門学校、専修学校その

他これ らに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これ らに類

するもの

3 公衆浴場

名 称

面 積

建築物等 の用途 の

制限※

建築物 の容積率 の

最高限度※

建築物の建ぺい率の

最高限度

建築物の敷地面積の

最低限度

地区の区分

建
築
物
等
イこ
関
す
る
事
項

地

区

整

備

計

画



建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの距離は、以下の定めによらなければならない。

1 道路境界線、隣地境界線又は貫通通路境界線までの距離は、計画図 3に示す数値以上とする。ただし、歩行者の安全

上設置する庇等公益上必要なもので、区長がやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。

2 計画図に表示のない部分の隣地境界線までの距離は、0.5m以 上とする。

計画図 3に より道路境界線又は貫通通路境界線からの壁面の位置が定められている区域には交通安全上必要な工作物

等を除き、工作物は設置 してはならない。ただし、歩道状空地の区域以外の区域の植樹枡、花壇、生け垣、ベンチ、案内

板等又は電柱、照明その他公益上必要なものはこの限りではない。

建築物等の高さの最高限度は計画図4の とお りとする①

1建築物の屋根、外壁又は工作物等の色彩は、花畑地区景観ガイ ドラインに即したものとする。
2表示し、又は設置する屋外広告物等 (以下、「広告物等」という。)は、東京都屋外広告物条例 (以下、この制限内に

おいて「条例」という。)に定める規定のほか、以下の基準に該当しなければならない。
1 条例第 13条から第 17条までに規定する広告物等 (自 家用広告物、非営利広告物等)であること。
2 光源が点滅 しないこと。

3 赤色光、露出した光源を使用 しないこと。

4 建築物の柱又は壁面に表示 し、又は設置する広告物等は、表示面積を50だ以下とし、かつ、広告物等を表示 し、

又は設置する柱又は壁面における各広告物等の表示面積の合計を当該壁面面積の 1/10以 下とすること。

5)建築物の屋上を利用する広告物等のうち広告塔及び広告板 (以下「広告塔等」とい う。)は、次の基準に該当しなけ

ればならない。

ア 建築物 1棟につき、表示 し、又は設置できる広告塔等の数量は 2基までとし、表示面積の合計は 120ポ 以下と

すること①

イ 1面の表示面積は 50ポ以下とすること。

ウ 上端までの高さは地上 25m以 下とすること。

道路又は貫通通路に面 して設 ける垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンス とし、これ らの併用はさまたげない。ただ

し、コンク リー トブロック造、レンガ造、鉄筋 コンク リー ト造及びその他 これ らに類す る構造の部分の高 さが 0.6m以
下のものについてはこの限 りではない。

12//100
ただし、200だ以上の敷地において「足立区緑の保護育成条例」に基づき敷地内に緑化する場合はこの限りではない。

周辺の住環境に配慮しながら適正な土地利用を行 うとともに、既存樹木の保全を図る。

壁 面 の位 置 の制 限

壁面後退区域における

工作物の設置の制限

建築物等 の高 さの

最高限度

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限

垣又はさくの構造の

制限

建築物 の緑化 率 の

最低限度

建
築
物
等
イこ
関
す
る
事
項

土地の利用に関する事項

地

区

整

備

計

画

※は知事同意事項
「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限及び建筑木物等の高さの最高限度は計画図表示のとお り」

理由 :良好な住環境の確保と政策誘導による土地の適正かつ有効な利用を図り、周辺環境と調和のとれた良好な街並みの形成及び保全を図るため、一団地
の住宅施設を廃上 し、地区計画を決定する。
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この地図は、東京都矢口事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1の地形図を使用 して作成したものである。(承認、番号)22都市基交第 89号、平成 22年 6月 3日  この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500の地
形図鎚 路網図)を使用 して作成 したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記 したものである。無断複製を禁ず。(承認番号)22都市基街第 23号、平成 2彦 年 6月 9日  この背景の地形回は東京都都市整備局と東
京デジタルマップ (株)が著作権を有 しています。 (承認番号)16東デ共許第 014号・8、 平成 22年 6月 3日
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1の地形図を使用 して したものである。(承認番号)22都市基交第 39号、平成 22年 6月 3日  この地図は、東京都知車の承認を受けて、束京都縮尺 1/2,500の 地
形図(道 路網図)を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の口十画図から転記したものである。無断複製を禁ず。(承孫番号)空2都市基街第 23号、平成 22年 6月 9日  この背景の地形図は東京都都市整怖局と東
京デジタルマンブ (株)が著イ停権を有しています。 (承認番号)10東デ共許第 014号‐

3、 平成 22年 6月 3日
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この地図は、東京都知事の承都を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1の地形図を使用して作成 したものである。(承認番号″2都市基交第 89号、平成 22年 6月 3日  この地図は、東京都知事の承認を受 Iすて、東京都結尺 ユ/2,500の地

形図に 路綿国)を使用 して作成 したものである。ただし、計画繰は、都市計画道路の計画図から転記 したものである。無断複製を禁ず。(承秘番号)22都市基街第 28号、平成 22年 6月 9日  この背景の地形図は東京都都市盛1侑局と束

京デジタルマ ップ (株)が著作権を有 しています。 (承認、番号)16東デ共杵第 014号マ
3、 平成 22年 6月 3日
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この地図は、東京都知事の承lg、 を受けて、東京都縮尺2,500分の 1の地形図を使用してイ4二成したものである。(承認番号)22都市基交第 89号、平成 22年 6月 8日  この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 lメ2,500の 地
形図(道路網図)を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。(承認番号)22都市基街第 23号、平成 22年 6月 9日  この背景の地形図は東京都都市整備局と東
京デジタルマンプ (株 )力 i著作権を有しています。 (承認番号)16東デ共甘第 014号‐

8、 平成 22年 6月 3日




